
求職活動専念届 

年 月 日 

※ 注意事項

◆ 求職活動に伴う保育利用期間は、原則３か月以内です。期間内に就労しない

場合、退所となります。 

◆ 求職活動期間中の活動状況については、別途「求職活動状況報告書」を

提出してください。 

◆ 就労が決まったときは、直ちに「就労（予定）証明書」を提出してください。

また、それに伴い保育利用期間を変更（延長）する場合は、「支給認定申請書」

もあわせて提出してください。 

◆ 求職活動の実態が明らかでないときは、入所を解除する場合があります。

◆ 申し込み多数の場合は入所できない場合があります。

住所 

対象者氏名 電話番号 

児童名 

生年月日 （    ）歳 

生年月日 （  ）歳 

生年月日 （  ）歳 

施設名 

保育期間    年   月 日 ～    年 月 日 


